
① 水道料金（税抜） ② メ－タ－使用料（税抜）
超過料金

(１㎥当たり)

家庭用 １０ｍ3 ２，０６０円 ２４０円 １３　ﾐﾘ １８０円
営業用 １０ｍ3 ２，８９０円 ２４０円 ２０　ﾐﾘ ２８０円
団体用 １５ｍ3 ３，８６０円 ２４０円 ２５　ﾐﾘ ３００円
工業用 ５０m3 １２，５５０円 ２４０円 ３０　ﾐﾘ ５００円
浴場用 １００m3 １５，６００円 ２４０円 ４０　ﾐﾘ ６２０円
臨時用 １０m3 ２，８９０円 ２４０円 ５０　ﾐﾘ ２，５００円

７５　ﾐﾘ ３，１００円

下記の表は上記の表をまとめて、おおよその料金を算出してみたものです。
③ 水道料金表（税抜）

メ－タ－使用料含む
用途 使用水量 使用料金 用途 使用水量 使用料金 用途 使用水量 使用料金

１０ｍ3 ２，２４０円 １０ｍ3 ３，０６９円 １０ｍ3 －
家庭用 １５ｍ3 ３，４４０円 営業用 １５ｍ3 ４，２６９円  団体用 １５ｍ3 ４，０４０円
13 ﾐﾘ ２０ｍ3 ４，６４０円 13 ﾐﾘ ２０ｍ3 ５，４６９円 13 ﾐﾘ ２０ｍ3 ５，２４０円

５０ｍ3 １１，８４０円 ５０ｍ3 １２，６６９円 ５０ｍ3 １２，４４０円
１００ｍ3 ２３，８４０円 １００ｍ3 ２４，６６９円 １００ｍ3 ２４，４４０円

（団体用は、１５㎥が基本料金）

④ 水道料金は、上記の①水道料金《基本料金+（超過料金単価×超過水量）》と②メ－タ－使用料にそれぞれ消費税を加算した

合計額になります。

　　例：家庭用で口径１３ミリ、１ヶ月１８㎥使用した場合

(1) 水道料金＝基本料金（１０㎥）＋超過料金（２４０円/㎥×８㎥)

　　　　　　２，０６０円　　＋　　１，９２０円　　　　　　＝３，９８０円(税抜)

消費税額(１０％)  ３，９８０×０．１＝３９８円（１円未満切捨て）

水道料金支払額　３，９８０円＋３９８円＝４，３７８円(税込)

(2) メーター使用料(１３ミリ)

１８０円(税抜)

消費税額(１０％)　１８０×０．１＝１８円（１円未満切捨て）

メーター使用料支払額　１８０＋１８＝１９８円(税込)

合計額は (1)+(2) ４，３７８円+１９８円＝４，５７６円　　となります。

⑤ 水道料金のお支払いについて

・口座振替

　　お客様の口座から水道料金を自動的に引き落とします。

　  振替日は毎月２３日です.（振替日が休日の場合は、翌営業日となります）

　口座振替ができる金融機関

　　新岩手農協（本所及び各支所）・岩手銀行（本店及び各支店）・みちのく銀行（本店及び各支店）

　　全国の郵便局

（お申し込みは、通帳と届出印をお持ちのうえ、各金融機関まで。）

・納付書

　口座振替以外のお客様には、毎月１５日前後に納付書を郵送します。

　納付場所は、

　　軽米町役場税務会計課・新岩手農協（本所及び各支所）・岩手銀行（本店及び各支店）

　　みちのく銀行（本店及び各支店）・軽米町水道事業所

⑥ お願い

　　お客様が転入・転出・転居等なさるときは、お早目に開・閉栓の届け出をお願いします。

　届け出での用紙は、軽米町水道事業所・軽米町役場各出張所に用意してあります。

　又、インタ－ネットで、軽米町のホ－ムペ－ジの中にもございますので、ご利用下さい。

⑦ 水道事業所へのご意見・お問い合わせは下記まで

　電話：０１９５－４６－４７４２　ＦＡＸ：０１９５－４６－２３３５

水 道 料 金 表

用　途 基本水量 基本料金 口　径 １ヶ月当


